
参考資料２ 
産業競争力会議「雇用・人材分科会」中間整理 （抄） 

「～「世界でトップレベルの雇用環境・働き方」の実現を目指して～」 

  

平成25年12月26日 

     産業競争力会議雇用・人材分科会 

  

Ⅰ．「柔軟で多様な働き方ができる社会」の構築 

１．「多様な正社員」の普及・拡大  

 職務内容が明確にされた「ジョブ型正社員」等の多様な正社員となる機会が、多くの企業で生み出されるようにする。

これにより、働き方の二極化は解消し、意欲と能力のある女性・高齢者や、子育てや親の介護に直面する等により

「無限定」で働き続けることが困難な働き手も活き活きと活躍し、経済・社会に貢献できるようにする。 

  

◯「多様な正社員」の普及・拡大に向けた実効性のある方策の検討・実施 

・我が国の雇用ルールを踏まえた多様な正社員（ジョブ型正社員、地域限定正社員等）について、関連する就業

規則の規定例等も含めた、明確なモデルを複数提示する。このモデルは、これを参考に、企業が実際に制度を

導入できるようなものとする。また、現在日本に存在している地域限定社員等、正規雇用労働者と非正規雇用

労働者の中間形態だけでなく、諸外国や外資系企業における働き方も参照しつつ、自らの意思でキャリアアッ

プ・キャリアチェンジを行う、専門性の高い高度人材の働き方についても対象とする。 

・多様な正社員に対し、労働契約締結時等において職務内容等の限定事項を明示すること等、導入企業が雇用

管理上履行すべき点を明確にする。 

・多様な正社員普及の大前提は、労使双方が契約締結等の場面において互いの権利義務関係を明確にする、

「契約社会」にふさわしい行動様式を確立することである。このため、単なる普及啓発策にとどまらない、多様な

正社員の導入が実際に拡大するような、実効性のある方策を講じる。平成26年年央を目途に結論を得る。 


